
問税務課町民税係☎028（677）6013

　新型コロナウイルス感染症により、一定程度収入が下がるなどの影響があった世帯は、保険税等を
免除または軽減できる制度があります。感染防止のためお電話でご相談ください。

減免が受けら
れますの

減免の対象となる保険税等

減免割合 保険ごとに減免の割合が異なります。詳細はお問い合わせください。
※前年の所得の状況によっては、減免の要件に該当していても、減免されない場合があります。

対象年度 令和元年度分・令和2年度分の保険税等であって、納期限が令和2年2月1日～
令和3年3月31日のもの

注1） 主たる生計維持者とは、原則世帯主を指します。
注2） 介護保険料は、2の要件について①と②のみで判断します。

対 象 次の1または2の要件に該当する世帯

締 切 令和3年3月31日（水）

相談・申請先 税務課町民税係☎028（677）6013

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡したまたは重篤な傷病を負った世帯
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の要
件すべてに該当する世帯
　①事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
　②減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
　③前年の合計所得が1,000万円以下であること
　※事業収入等…営業収入・農業収入・不動産収入・山林収入・給与収入

国民健康保険税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料
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国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

新型コロナウイルス対策支援策
新型コロナウイルス対策支援策や相談窓口の最新情報は、町ホームページに掲載しています。
芳賀町ホームページ（トップページ上「いざというときに（新型コロナウイルス関連情報）」をご確認ください。）

個人対象
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